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定
年
前
退
職
者
に
準
ず
る
も
の
と
し

事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

年
前
退
職
者
」
と
い
う
。
）
を
、
人

項
に
お
い
て
「
自
衛
隊
法
に
よ
る
定

考
に
よ
り

院
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選

当
該
官
職
を
占
め
る
職
員
の
一
週
間

時
勤
務
を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務

当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
が

て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
（
第
三

の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
の
う
ち

が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種

た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
比
し
短

法
律
別
表
第
十
一
に
規
定
す
る
指
定

項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

占
め
る
官
職
（
第
四
項
及
び
第
六
節

職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
が

第
一
款
第
二
目
に
お
い
て
「
指
定
職

の
も
の
を
占
め
る
職
員
の
一
週
間
当

い
時
間
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
第
三

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事

短
時
間
勤
務
の
官
職
（常

－2－



④’ ③’ ②’
時
間
勤
務
職
員
を
、
常
時
勤
務
を
要

’
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
定
年
前

員
を
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
昇
任
し

定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
し
た
場
合

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職

以
外
の
者
を
短
時
間
勤
務
の
官
職
に

び
自
衛
隊
法
に
よ
る
定
年
前
退
職
者

」
と
い
う
。
）
の
任
期
は
、
採
用
の

職
員
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て

る
C
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
ま
で
と
す

に
お
け
る
当
該
職
員
の
同
条
第
一
項

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
な
い
。

日
か
ら
当
該
職
員
に
つ
い
て
第
八
十

」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
採
用

一
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

降
任
し

任
命
権
者
は

任
命
権
者
は

前
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

又
は
転
任
す
る
こ
と
が

定
年
前
再
任
用
短

定
年
前
退
職
者
及

－3－



第
二
十
五
条

へ

略
一

第
二
十
五
条
検
察
官
は

１

そ
の
官
を
失
い

合
を
除
い
て
は
、
そ
の
意
思
に
反
し
て

い
。
但
し
、
懲
戒
処
分
に
よ
る
場
合
は

又
は
俸
給
を
減
額
さ
れ
る
こ
と
は
な

こ
の
限
り
で
な
い
。

職
務
を
停
止
さ
れ

前
三
条
の
場

②
職
員
は
、
法
律
又
は
人
事
院
規
則

第
七
十
五
条
職
員
は

Ｉで
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は

、
降
給
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

職
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

合
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
に
反
し
て

事
院
規
則
で
定
め
る
事
由
に
よ
る
場

降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

す
る
官
職
又
は
短
時
間
勤
務
の
官
職

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ

（
身
分
保
障
）

（
指
定
職
に
限
る
。
）
に
昇
任
し

降
任
さ
れ
、
休
職
さ
れ
、
又
は
免

’
第
二
目
管
理
監
督
職
勤
務
上

限
年
齢
に
よ
る
降
任

Ｉ等

ｌ

法
律
又
は
人

②
職
員
は
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
事

第
七
十
五
条
職
員
は

も
の
と
す
る
。

由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
降
給
さ
れ
る

さ
れ
、
休
職
さ
れ

な
け
れ
ば
、
そ
の
意
に
反
し
て

院
規
則
に
定
め
る
事
由
に
よ
る
場
合
で

第
六
節

こ
と
は
な
い
。

（
身
分
保
障
）

第
一
款
分
限

第
一
目
降
任
、
休
職
、
免
職
等

（
新
設
） 分

限
、
懲
戒
及
び
保
障

又
は
免
職
さ
れ
る

法
律
又
は
人
事’

降
任

－4－



②’
）
を
も
っ
て
充
て
る
。

②
（
略
）

第
十
条
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事

及
び
副
検
事
の
属
す
る
各
区
検
察
庁

に
上
席
検
察
官
各
一
人
を
置
き
、
検

を
除
く
。
）
を
も
っ
て
充
て
る
。

②
（
略
）

第
二
十
二
条
（
略
）

第
九
条
各
地
方
検
察
庁
に
検
事
正
各

事
（
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者

苞’
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
を
除
く
。

齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日

が
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年

に
、
検
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す

一
人
を
置
き
、
一
級
の
検
事
（
年
齢

次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢

②
（
略
）

第
二
十
二
条

（
新
設
）

②
（
略
）

第
十
条
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事
及

び
副
検
事
の
属
す
る
各
区
検
察
庁
に
上

第
九
条
各
地
方
検
察
庁
に
検
事
正
各
一

席
検
察
官
各
一
人
を
置
き
、
検
事
を
以

人
を
置
き
、
一
級
の
検
事
を
以
て
こ
れ

Ｉに
充
て
る
。

て
こ
れ
に
充
て
る
。

（
略
）

第
八
十
一
条
の
二
任
命
権
者
は
、
管

定
を
適
用
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適

難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
こ
の
条
の
規

が
あ
る
こ
と
又
は
欠
員
の
補
充
が
困

師
及
び
歯
科
医
師
が
占
め
る
官
職
そ

他
の
部
局
又
は
機
関
に
勤
務
す
る
医

上
限
年
齢
に
達
し
て
い
る
も
の
に
つ

）
を
占
め
る
職
員
で
そ
の
占
め
る
管

院
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

当
と
認
め
ら
れ
る
官
職
と
し
て
人
事

う
ち
病
院
、
療
養
所
、
診
療
所
そ
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
目
及
び
第
八
十

理
監
督
職
に
係
る
管
理
監
督
職
勤
務

る
も
の
並
び
に
指
定
職
（
こ
れ
ら
の

理
監
督
職
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与

る
官
職
の
う
ち
人
事
院
規
則
で
定
め

に
規
定
す
る
官
職
及
び
こ
れ
に
準
ず

に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
二
第
一
項

る
降
任
等
）

い
て
、
当
該
管
理
監
督
職
勤
務
上
限

の
他
の
そ
の
職
務
と
責
任
に
特
殊
性

｜
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。

（
新
設
）

－5－



’②
前
項
の
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年

齢
は
、
年
齢
六
十
年
と
す
る
。
た
だ

離
職
若
し
く
は
死
亡
を
し
た
場
合
は

転
任
を
し
た
場
合
又
は
当
該
職
員
が

規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
つ
い
て
他

規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
異
動
期
間

条
の
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

。
た
だ
し
、
異
動
期
間
（
第
八
十
一

を
含
む
。
）
に
、
こ
の
法
律
の
他
の

職
を
「
他
の
官
職
」
と
い
う
。
）
へ

員
の
年
齢
を
超
え
る
管
理
監
督
職
（

職
又
は
当
該
管
理
監
督
職
に
係
る
管

の
官
職
へ
の
昇
任
、
降
任
若
し
く
は

以
下
こ
の
目
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
官

理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
が
当
該
職

う
。
）
に
、
管
理
監
督
職
以
外
の
官

の
に
限
る
。
）
を
す
る
も
の
と
す
る

の
降
任
又
は
転
任
（
降
給
を
伴
う
も

年
齢
に
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
同
日

以
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
ま

で
の
間
（
以
下
「
異
動
期
間
」
と
い

こ
の
限
り
で
な
い
。

－6－



里

’③
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
他
の
官
職

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｌ
Ⅱ
０
１
１
Ⅱ
１
Ⅱ
’
’
’
１
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
ｌ
１
ｌ
ｌ
一
事
務
次
官
及
び
こ
れ
に
準
ず
る

務
上
限
年
齢
は
、
当
該
各
号
に
定
め

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

‐

１

１

二

前

号

に

掲

げ

る

管

理

監

督

職

の

職
を
占
め
る
職
員
の
管
理
監
督
職
勤

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
管
理
監
督

る
年
齢
と
す
る
。

職
へ
の
降
任
等
」
と
い
う
。
）
を
行

も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
「
他
の
官

へ
の
降
任
又
は
転
任
（
降
給
を
伴
う

管
理
監
督
職
の
う
ち
人
事
院
規
則

性
が
あ
る
こ
と
又
は
欠
員
の
補
充

が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
管
理

監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
を
年
齢
六

ほ
か
、
そ
の
職
務
と
責
任
に
特
殊

で
定
め
る
も
の
年
齢
六
十
二
年

当
と
認
め
ら
れ
る
管
理
監
督
職
と

十
年
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適

定
め
る
年
齢

え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
規
則
で

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の

六
十
年
を
超
え
六
十
四
年
を
超

－7－



第
二
十
条
（
略
）

②
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
察
官
に
任

命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
ほ
か

、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
は

、
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
任
命
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
条

１
１
１

へ

新
ニノ世
一一

回入
一

へ

略
、一

（
管
理
監
督
職
へ
の
任
用
の
制
限
）

第
八
十
一
条
の
三
任
命
権
者
は
、
管

理
監
督
職
に
係
る
管
理
監
督
職
勤
務

上
限
年
齢
に
達
し
て
い
る
者
を
、
そ

の
者
が
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
て

い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
前

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
（
他
の

官
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
に

あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
官
職
へ
の
降

任
等
を
さ
れ
た
日
）
以
後
、
当
該
管

理
監
督
職
に
採
用
し
、
昇
任
し
、
降

任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

う
に
当
た
っ
て
任
命
権
者
が
遵
守
す

べ
き
基
準
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の

他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る

○

（
適
用
除
外
）

幸
新
設
）

』
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［
検
察
官
に
は
適
用
な
し
》

『
検
察
官
に
は
適
用
な
し
）

第
八
十
一
条
の
五
任
命
権
者
は
、
他
一
（
新
設
）

第
八
十
一
条
の
四
前
二
条
の
規
定
は
一
（
新
設
）

内
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
異

動
期
間
を
延
長
し
、
引
き
続
き
当
該

翌
日
か
ら
定
年
退
職
日
ま
で
の
期
間

退
職
日
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
職
員

問
内
（
当
該
期
間
内
に
次
条
第
一
項

と
き
は
、
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日

次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る

監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
、

用
の
制
限
の
特
例
）

か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期

に
は
適
用
し
な
い
。

り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員

に
あ
っ
て
は
、
異
動
期
間
の
末
日
の

に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
（
以
下
こ

る
降
任
等
及
び
管
理
監
督
職
へ
の
任

の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
定
年

の
官
職
へ
の
降
任
等
を
す
べ
き
管
理

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ

臨
時
的
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ

－9－



②’
複
数
の
管
理
監
督
職
（
指
定
職
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
欠
員

任
等
を
す
べ
き
特
定
管
理
監
督
職
群

二’ を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

■

■

■

■

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ⅱ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

該

管

理

監

督

職

を

占

め

た

ま

ま

勤

務

管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
、
当

一
当
該
職
員
の
職
務
の
遂
行
上
の

（
職
務
の
内
容
が
相
互
に
類
似
す
る

任
命
権
者
は
、
他
の
官
職
へ
の
降

ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院
規
則

と
な
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営

職
へ
の
降
任
等
に
よ
り
、
当
該
管

勘
案
し
て
、
当
該
職
員
の
他
の
官

に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め

理
監
督
職
の
欠
員
の
補
充
が
困
難

が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と

職
員
の
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に

で
定
め
る
事
由

よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障

特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

当
該
職
員
の
職
務
の
特
殊
性
を

－ 10－



ｌ

ｌ

督
職
に
降
任
し
、
若
し
く
は
転
任
す

１

１

‐

特
定
管
理
監
督
職
群
の
他
の
管
理
監

る
こ
と
が
で
き
る
。

職
員
を
当
該
管
理
監
督
職
が
属
す
る

め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
、
又
は
当
該

叩

き
続
き
当
該
職
員
に
異
動
期
間
の
末

期
間
内
で
異
動
期
間
を
延
長
し
、
引

日
に
占
め
て
い
た
管
理
監
督
職
を
占

務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る

補
充
が
困
難
と
な
る
こ
と
に
よ
り
公

と
認
め
ら
れ
る
事
由
が
あ
る
と
認
め

群
に
属
す
る
管
理
監
督
職
の
欠
員
の

等
に
よ
り
、
当
該
特
定
管
理
監
督
職

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い

る
と
き
は
、
異
動
期
間
の
末
日
の
翌

、
当
該
職
員
の
他
の
官
職
へ
の
降
任

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
管

理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て

‐

情
が
あ
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規
則

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の

い
年
齢
別
構
成
そ
の
他
の
特
別
の
事

－ 11 －



’③
任
命
権
者
は
、
前
二
項
又
は
こ
の

算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き

合
に
は
、
当
該
更
に
延
長
さ
れ
る
異

動
期
間
の
末
日
は
、
第
八
十
一
条
の

当
該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る
場

事
由
が
引
き
続
き
あ
る
も
の
と
し
て

。
た
だ
し
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

内
（
当
該
期
間
内
に
定
年
退
職
日
が

事
由
又
は
前
項
に
規
定
す
る
事
由
が

た
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起

期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
定
年
退
職

あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
異
動

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間

さ
れ
た
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か

引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

間
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る

さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員

人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
当
該
延
長

項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
が
延
長

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

日
ま
で
の
期
間
内
）
で
当
該
異
動
期

に
つ
い
て
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

- 12-



’

第
二
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が
六

十
五
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

②
（
略
）

第
二
十
二
条
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六

察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
時

に
退
官
す
る
。

（
新
設
）

十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ
の
他
の
検

’④
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

第
八
十
一
条
の
六
職
員
は
、
法
律
に

別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、

定
年
に
達
し
た
と
き
は
、
定
年
に
達

’②
前
項
の
定
年
は
、
年
齢
六
十
五
年
一
②
前
項
の
定
年
は
、
年
齢
六
十
年
と
す

降
任
又
は
転
任
に
関
し
必
要
な
事
項

な
い
。

延
長
及
び
当
該
延
長
に
係
る
職
員
の

三
十
一
日
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
任
命
権
者
若
し
く
は
法

律
で
別
に
定
め
ら
れ
た
任
命
権
者
が

あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
の
い
ず
れ

は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
。

項
に
お
い
て
「
定
年
退
職
日
」
と
い

う
。
）
に
退
職
す
る
。

し
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
異
動
期
間
の

か
早
い
日
（
次
条
第
一
項
及
び
第
二

Ｉ
’

第
三
目
定
年
』

（
定
年
に
よ
る
退
職
）

定
年
に
よ
る
退
職
等

第
八
十
一
条
の
二
職
員
は
、
法
律
に
別

段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
定
年

に
達
し
た
と
き
は
、
定
年
に
達
し
た
日

以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日

又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

任
命
権
者
若
し
く
は
法
律
で
別
に
定
め

ら
れ
た
任
命
権
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定

す
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
（
以
下
「

定
年
退
職
日
」
と
い
う
。
）
に
退
職
す

’
る
○

’
’

第
二
目
定
年

（
定
年
に
よ
る
退
職
）

－ 13－



で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
と
す

ｌ
プ
（
四
○

定
め
る
職
員
の
定
年
は
、
六
十
五
年

定
年
を
年
齢
六
十
五
年
と
す
る
こ
と

職
を
占
め
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
そ

が
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
官

を
超
え
七
十
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

任
に
特
殊
性
が
あ
る
こ
と
又
は
欠
員
一
員
の
定
年
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
年

と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
職
務
と
責
一
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

の
他
の
職
員
と
し
て
人
事
院
規
則
で

の
補
充
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
一
齢
と
す
る
。

三’ 二’ －’
囲
内
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢

Ｉ
Ｃ

る
医
師
及
び
歯
科
医
師
年
齢
六
十

’五年事
院
規
則
で
定
め
る
も
の

事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
に
勤
務
す

を
超
え
、
六
十
五
年
を
超
え
な
い
範

と
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
と
認

年
齢
六
十
三
年

員
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の

め
ら
れ
る
官
職
を
占
め
る
職
員
で
人

そ
の
職
務
と
責
任
に
特
殊
性
が
あ
る

る
こ
と
に
よ
り
定
年
を
年
齢
六
十
年

こ
と
又
は
欠
員
の
補
充
が
困
難
で
あ

こ
れ
に
準
ず
る
業
務
に
従
事
す
る
職

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
ほ
か
、

庁
舎
の
監
視
そ
の
他
の
庁
務
及
び

病
院
、
療
養
所
、
診
療
所
等
で
人’

六
十
年

- 14-



『
検
察
官
に
は
適
用
な
し
》

【
検
察
官
に
は
適
用
な
し
】

第
八
十
一
条
の
七
任
命
権
者
は
、
定

年
に
達
し
た
職
員
が
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な

③
（
略
）

職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
引
き
続
き

勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

’由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
員

に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

期
限
を
定
め
、
そ
の
職
員
を
そ
の
定

期
間
を
延
長
し
た
管
理
監
督
職
を
占

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動

だ
し
、
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
か

年
退
職
日
に
お
い
て
従
事
し
て
い
た

る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
一
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
の
職
務
の
特
殊

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

第
八
十
一
条
の
三
任
命
権
者
は
、
定
年

に
達
し
た
職
員
が
前
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
場
合

③
前
二
項
の
規
定
は
、
臨
時
的
職
員
そ

の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任

用
さ
れ
る
職
員
及
び
常
時
勤
務
を
要
し

な
い
官
職
を
占
め
る
職
員
に
は
適
用
し

な
い
。

該
職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
引
き
続
い

’て
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
と
認
め
ら
れ
る
十
分
な
理
由
が
あ
る

と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
そ
の
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
期
限
を
定
め
、
そ
の
職
員
を
当

特
別
の
事
情
か
ら
み
て
そ
の
退
職
に
よ

性
又
は
そ
の
職
員
の
職
務
の
遂
行
上
の

り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

－ 15－



一’二’ 得
た
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
の

期
限
は
、
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項

長
を
し
、
か
つ
、
人
事
院
の
承
認
を

年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三

る
事
由
が
あ
る
も
の
と
し
て
当
該
延

め
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
職
員
に
係

る
定
年
退
職
日
ま
で
に
他
の
官
職
へ

い
て
は
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

の
降
任
等
を
し
な
か
っ
た
も
の
に
つ

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
異
動
期

案
し
て
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ

務
の
遂
行
上
の
特
別
の
事
情
を
勘

務
の
特
殊
性
を
勘
案
し
て
、
当
該

職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職

職
員
の
退
職
に
よ
り
、
そ
の
職
員

職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職

生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し

り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が

て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退

- 16-



②
任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は

こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た

期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続

き
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
十
分
な
理
由

が
あ
る
と
き
は
、
人
事
院
の
承
認
を

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
限
は
、

そ
の
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
（
前

得
て
、
当
該
延
長
さ
れ
た
期
限
の
翌

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ

間
の
末
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
異
動
期

つ
て
は
、
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項

規
則
で
定
め
る
事
由

認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院

が
占
め
る
官
職
の
欠
員
の
補
充
が

運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と

困
難
と
な
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の

②
任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ

の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限

が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の

事
由
が
引
き
続
き
存
す
る
と
認
め
ら
れ

る
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
人
事

院
の
承
認
を
得
て
、
一
年
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
限
は
、
そ
の

職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

- 17－
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一
特
例
不
要
》

一
検
察
官
に
は
適
用
な
し
一

一
検
察
官
に
適
用
》

（
職
員
の
意
に
反
す
る
降
給
等
の
処

分
に
関
す
る
説
明
書
の
交
付
）

第
八
十
九
条
職
員
に
対
し
、
そ
の
意

に
反
し
て
、
降
給
（
他
の
官
職
へ
の

降
任
等
に
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
、

降
任
（
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
体
職
若

し
く
は
免
職
を
し
、
そ
の
他
こ
れ
に

ｌ
対
し
著
し
く
不
利
益
な
処
分
を
行
い

’

又
は
懲
戒
処
分
を
行
お
う
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
処
分
を
行
う
者
は
、

そ
の
職
員
に
対
し
、
そ
の
処
分
の
際

処
分
の
事
由
を
記
載
し
た
説
明
書

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

’③
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

定
年
に
達
し
た
職
員
を
引
き
続
き
勤

務
さ
せ
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
。



一
参
照
》

第
二
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が
六

十
五
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

②
次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢

》
弔
三
々
余

る
の
は
、
「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が

の
検
察
官
は
、

と
す
る
。

察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
」
と
あ

亙I
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日

六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ
の
他

和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

お
け
る
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
、
検
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す

が
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
検

附
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令

則

年
齢
が
六
十
四
年
」

琴
勅
設
）

附

則

第
十
九
条

第
一
条
～
第
十
八
条
（
略
）

’
と
す
る
。

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
、
同
項
た
だ

年
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

し
書
中
「
七
十
年
」
と
あ
る
の
は
そ

ま
で
の
間
に
お
け
る
第
八
十
一
ゞ
条
の

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間

六
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

の
区
分
に
応
じ
、
同
項
中
「
六
十
五

か
ら
平
成
四
十
一
年
三
月
三
十
一
日

附

平
成
三
十
三
年
四
月
一
日

目|｜
／､』

一
、
一
一
、
二
一

ヨ
ノ
４
１
ユ
ノ
片
画
‐ ’

第
一
条
～
第
十
八
条
（
略
）

（
新
設
）

附

則
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第
四
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
｜
（
新
設
）

検
察
官
（
検
事
総
長
を
除
く
。
）
が

年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
の
属
す

検
察
官
に
対
し
、
法
務
大
臣
が
定
め

年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
”
翌
日

る
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
、
当
該

情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と

意
思
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

る
準
則
に
従
っ
て
、
当
該
検
察
官
が

び
退
職
手
当
に
関
す
る
規
定
に
係
る

以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及

も
に
、
同
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の

》

｜に関する規定に係る情報を提供第二十条

２
～
５
（
略
）

ま
で院

規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
職
員
と
し

が
年
齢
六
十
年
（
平
成
三
十
一
年
改

正
法
第
Ａ
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

て
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
人
事

年
に
達
す
る
日
の
翌
日
以
後
に
適
用

対
し
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ

て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
に
つ

の
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
各
号
に

さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当

じ
。
）
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度

ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
が
年
齢
六
十

の
年
齢
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員

の
前
年
度
に
お
い
て
、
当
該
職
員
に

職
員
（
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め

任
命
権
者
は
、
当
分
の
間

ワ
』
ｆ
ｊ
Ｆ
Ｄ

（
略
）

（
新
設
）
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す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日

以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を
把
握

1’
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